
愛知県後期高齢者医療広域連合広告掲載基本要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、愛知県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）の資

産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、広域連合の新た

な財源を確保することを目的として、広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 広告媒体 次に掲げる広域連合の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。 

ア 広域連合の広報印刷物 

イ 広域連合のホームページ 

ウ その他広域連合長の認める資産 

⑵ 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。 

（広告掲載の範囲） 

第３条 広告掲載は、広告媒体として活用する広域連合の資産の用途及び目的を妨げず、

かつ、広域連合が実施する他の事務及び事業に支障を及ぼさない範囲内で行うものとす

る。 

２ 広域連合の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならな

いため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなけれ

ばならない。 

（禁止広告） 

第４条 広域連合の公共性、公益性及び品性を損なうおそれのある広告その他広域連合の

資産に掲載する広告として適当でないと認められる広告は、これを掲載してはならな

い。 

２ 前項に関する基準は、別に定める。 

（広告の募集）  

第５条 広告の募集は、広告媒体の所管課の長が、次の各号に掲げる事項を記載した募集

要項を定めて行うものとする。 

⑴ 広告媒体の種類 

⑵ 広告の範囲 

⑶ 広告の規格、掲載位置 

⑷ 広告の募集期間及び掲載期間（掲載開始及び終了日）又は印刷部数 

⑸ 広告掲載料 

⑹ 広告の選定方法 

⑺ その他広告の募集及び契約を行うに当たり必要な事項 



（広告主及び広告掲載の決定） 

第６条 所管課の長は、この要綱及び前条の募集要項の定めるところにより、広告掲載に

係る契約を締結する者（以下「広告主」という。）及び広告掲載の可否を決定するもの

とする。 

（広告主の責務） 

第７条 広告主は、広告の作成、デザイン、内容（広告のリンク先の内容を含む。）その

他当該広告に関する一切の責任を負う。 

２ 広告主は、掲載した広告により第三者に何らかの損害を与えた場合は、すべて自己の

責任及び負担において解決しなければならない。 

３ 広告の掲載に関連して、広告主の責めに帰すべき事由により広域連合に対して損害を

与えた場合には、広告主は、その損害を賠償する責めを負う。 

（広告掲載料の納付等） 

第８条 広告主は、広告掲載の決定後、広告掲載料を所管課の長が指定する期日までに、

一括前納するものとする。 

２ 所管課の長は、前項における広告掲載料の納付確認後、広告掲載手続きを行うものと

する。 

（広告内容の変更） 

第９条 広告の内容、デザイン又は広告がリンクしているウェブサイトの内容（以下「広

告の内容等」という。）が、第３条第２項に該当していないと認められる場合には、所

管課の長は速やかに期日を定め、広告主に対しその広告の内容等の改善を求めるものと

する。 

２ 前項の規定により改善を求められた広告主は、指定された期日までに広告の内容等を

改善した広告の原稿を、所管課の長へ提出しなければならない。 

（広告の取止め） 

第10条 所管課の長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、広告主に事前に通

知した上で、当該広告の掲載を取り止めるとともに、広告掲載の決定の取消し又は変更

を行うものとする。 

⑴ 指定した期日までに広告掲載料の納付が行われない場合 

⑵ 指定した期日までに広告の原稿の提出が行われない場合 

⑶ 前条の規定によっても、広告の内容等の改善が行われない場合 

⑷ その他広告掲載が不適当であると判断したとき。 

２ 前条及び前項の規定にかかわらず、広告の内容等が第４条第２項の基準に該当すると

認められる場合は、直ちに当該広告の掲載を取り止めるとともに、広告掲載の決定の取

消し又は変更をすることができる。ただし、広告主が遅滞なく改善を行った場合は、掲

載の取止めを取り消すことができる。 

３ 前２項の規定により広告の掲載を取り止めた場合であっても、広域連合は、損害賠償



の責めを負わない。また、既に納付済みの広告掲載料の返還は行わない。 

（広告掲載の取下げ） 

第11条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。ただし、現

物納付後又は印刷物の印刷終了後においては、取下げはできないものとする。 

２ 前項の規定により、広告掲載の取下げを希望する広告主は、書面にて速やかに所管課

の長に申し出るものとする。 

３ 第１項の規定により広告主が広告掲載を取り下げた場合であっても、既に納付済の広

告掲載料の返還は行わない。 

（広告掲載料の返還） 

第12条 広告掲載期間を設定した場合、広告主の責めに帰さない理由により、15日を超え

る期間連続して広告の掲載ができなくなった場合は、停止した期間に応じた納付済みの

広告掲載料の月額を返還する。ただし、返還する広告掲載料には利子を付さないものと

する。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載を停止した日から起算して15日

を超えた日の属する月から、広告の掲載を再開した日の前日の属する月までの月額の広

告掲載料の合計額とする。 

３ 前項の場合の広告の掲載の再開とは、広告掲載が再開した状態が24時間連続した場合

をいうものとする。  

（協議） 

第13条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、所管課の長と広告主の

双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。 

（審査機関） 

第14条 広告主、広告の内容等が適正であるか、又は広告の掲載手続きが適正に執行され

ているか等を審査するため、愛知県後期高齢者医療広域連合広告審査会（以下「審査

会」という。）を設置する。 

２ 審査会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 事務局長 

⑵ 事務局次長 

⑶ 総務課長 

⑷ 管理課長 

⑸ 給付課長 

⑹ 出納室長 

３ 審査会の会長は事務局長とし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あら

かじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 

４ 会長は、特に必要と認めるときに審査会を開催する。 

５ 所管課の長は、必要に応じて審査会の開催を申し出ることができる。 



６ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

７ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

８ 会長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、説明又は

その意見を聴くことができる。 

９ 審査会は、審査結果に基づき、所管課の長へ必要な指示をすることができる。 

10 審査会の庶務は、総務課において処理する。 

 （広告代理店への業務委託） 

第15条 広域連合は、広告の募集等に係る事務を広告代理店に委託することができる。 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年７月３日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年７月 31日から施行する。 


